
多可町新型コロナウイルス感染症対策本部からのお知らせ【多可町の対応】

令和２年４月１７日（金）午後５時現在

本日対策本部にて協議・決定した多可町対応内容等をお知らせします。

◆「新型コロナウィルスに関する生活相談窓口」の開設について

減収世帯に限った 30 万円の給付に代わり、すべての国民に 10 万円の給付を行う方針とな

ったことを受けて、国の補正予算提出時を目途に開設準備を進める。

◆余暇村公園の対応

大型連休を前に、閉園措置はしないが、来園については強く自粛を要請する。

◆観光交流施設について

道の駅 杉原紙の里・多可および道の駅 山田錦発症のまち・多可は、営業時間の短縮等

について検討中。

その他についても、近隣の動向を見ながら各施設と調整する。

◆認定こども園

通園バスを令和２年４月２０日（月）～５月６日（水）までの期間運休とする。

◆放課後児童クラブ

利用の制限はしないが、家庭で保育が可能な場合は自粛を要請する。（利用料は日割り）

◆その他

役場会議室にて、カメラ付きネット環境によりテレビ会議が可能。


